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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地質調査の際、鉱物の単結晶を捕集するために鉱物を採取する鉱物採取キットであって
、
　回転力を提供するドリルマシンと、
　採取対象鉱物によって異なる内径を持ち、前記ドリルマシンの回転軸に直結または連結
されて回転し、前記採取対象鉱物の周辺部に沿って円筒形の採取穴を打孔するとともに前
記採取穴に水平方向の遊動空間を形成する複数のコアドリルビットと、
　前記採取穴の内径に応じて異なる内径を有する複数のビットからなり、前記コアドリル
ビットと取り替えられ、前記ドリルマシンの回転軸に直結または連結された状態で前記採
取穴に挿入されて回転し、前記採取対象鉱物の水平方向に遊動して前記採取対象鉱物の端
部に切断溝を形成する切断ビットと、
　前記切断ビットと取り替えられた状態で前記採取穴に挿入され、前記採取対象鉱物を加
圧して切断する加圧部材と、
　前記コアドリルビットまたは前記切断ビットを前記ドリルマシンの回転軸に着脱可能に
固定するカプラーと、を含むことを特徴とする、鉱物単結晶捕集用鉱物採取キット。
【請求項２】
　前記コアドリルビットは、
　前記カプラーを介して前記ドリルマシンの回転軸に着脱可能に結合され、前記採取対象
鉱物の外径に応じて異なる内径を有する円筒形の打孔シャンクと、
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　前記打孔シャンクの端部に円周方向に沿って複数固定され、所定の厚さで形成され、前
記採取穴を形成するとともに前記切断ビットの遊動空間を提供する垂直切断チップと、を
含むことを特徴とする、請求項１に記載の鉱物単結晶捕集用鉱物採取キット。
【請求項３】
　前記垂直切断チップは、前記採取対象鉱物の外径に対して０．６～０．９の割合を有す
る厚さに形成されることを特徴とする、請求項２に記載の鉱物単結晶捕集用鉱物採取キッ
ト。
【請求項４】
　前記切断ビットは、
　前記カプラーを介して前記ドリルマシンの回転軸に着脱可能に結合され、前記採取穴の
内径より大きな内径を持ち、前記採取穴の外径より小さな外径に形成され、前記採取穴に
挿入された状態で前記採取対象鉱物の水平方向に遊動する円筒形の切断シャンクと、
　前記切断シャンクと直交状態を成し、前記切断シャンクの端部に円周方向に沿って複数
が固定され、前記採取対象鉱物の外周面に密着し、前記切断シャンクが遊動することによ
って前記採取対象鉱物の外周面に沿って切断溝を形成する水平切断チップと、を含むこと
を特徴とする、請求項１に記載の鉱物単結晶捕集用鉱物採取キット。
【請求項５】
　前記加圧部材は、
　前記採取穴の内径に応じて複数からなり、円筒形に形成されて前記採取穴に挿入され、
前記採取対象鉱物の外周面に沿って密着状態で嵌合され、前記採取対象鉱物に嵌合された
状態で加圧によって遊動して前記採取対象鉱物を切断する加圧管と、
　前記加圧管の一側から一体的に伸びて使用者によって把持され、使用者によって加圧さ
れることによって前記加圧管を遊動させる加圧取っ手と、を含むことを特徴とする、請求
項１に記載の鉱物単結晶捕集用鉱物採取キット。
【請求項６】
　前記加圧部材は、
　一端部が使用者によって把持された状態で他端部が前記採取穴に挿入され、使用者によ
って遊動して前記採取対象鉱物を加圧する加圧レバーと、
　前記加圧レバーの他端部から折り曲げられ、前記採取対象鉱物の切断溝にかかるフック
と、を含むことを特徴とする、請求項１に記載の鉱物単結晶捕集用鉱物採取キット。
【請求項７】
　前記カプラーは、
　前記ドリルマシンの回転軸に一体的に備えられる雄ネジと、
　前記コアドリルビット及び前記切断ビットにそれぞれ一体的に備えられ、前記雄ネジと
螺合する雌ネジと、を含むことを特徴とする、請求項１に記載の鉱物単結晶捕集用鉱物採
取キット。
【請求項８】
　前記カプラーは、
　前記コアドリルビット及び前記切断ビットにそれぞれ一体的に突出する突出棒と、
　前記ドリルマシンの回転軸に管体状に備えられ、前記突出棒が内側に挿入され、円周方
向に沿って多数の切開スリットが形成されることによって端部の内径が縮径可能に形成さ
れるコレットと、
　前記コレットの外周面に螺合し、前記コレットの内径を縮径させながら前記突出棒を加
圧して固定する締結リングと、を含むことを特徴とする、請求項１に記載の鉱物単結晶捕
集用鉱物採取キット。
【請求項９】
　前記カプラーは、
　前記コレットに挿入された前記突出棒の回転を拘束して前記コアドリルビット及び前記
切断ビットの任意回転を防止する回転防止部材をさらに含むことを特徴とする、請求項８
に記載の鉱物単結晶捕集用鉱物採取キット。
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【請求項１０】
　前記回転防止部材は、
　前記突出棒の外周面に突設され、前記コレットの切開スリットの長手方向に沿って挿入
されてかかる少なくとも一つの係合突起を含むことを特徴とする、請求項９に記載の鉱物
単結晶捕集用鉱物採取キット。
【請求項１１】
　前記採取対象鉱物の位置に前記コアドリルビットまたは前記切断ビットの長さを伸ばす
延長部材をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の鉱物単結晶捕集用鉱物採取キ
ット。
【請求項１２】
　前記延長部材は、
　前記カプラーの一部が一端部に備えられ、前記コアドリルビットまたは前記切断ビット
に着脱可能に固定され、前記カプラーの残り部分が他端部に備えられて前記ドリルマシン
の回転軸に着脱可能に結合される少なくとも一つの延長ソケットを含むことを特徴とする
、請求項１１に記載の鉱物単結晶捕集用鉱物採取キット。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉱物採取キットに係り、より詳しくは相異なる内径を有する複数の採取部材
を備えて採取対象鉱物の結晶サイズに合う採取部材を取り替えて鉱物を採取することによ
って鉱物の結晶部分のみを容易に採取するようにする鉱物単結晶捕集用鉱物採取キットに
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、地質調査の際には、鉱物の生成環境を推定するために、鉱物の結晶内に存在す
る含有物を分析する。
【０００３】
　前記のように含有物を分析するときは、単結晶からなる鉱物の結晶部分を採取して含有
物を捕集する。
【０００４】
　従来には、鉱物の単結晶を捕集するために、のみやハンマーなどで鉱物の一部を丸ごと
採取した後、採取した鉱物をいちいち切削して結晶を採取したため、採取過程が非常に煩
わしいことはもちろんのこと、鉱物を切削する過程で結晶の破損が頻繁に発生する問題点
がある。
【０００５】
　これにより、最近にはドリルのような工具を用いて鉱物を採取する方法が研究されてい
る。
【０００６】
　例えば、大韓民国登録特許第１０－０５５８３０８号公報に開示されたコアドリルまた
は大韓民国登録実用新案第２０－０２３７５３７号公報に開示されたコアドリルを用いる
場合には、採取対象の結晶部分の周辺部を穿孔することができるので、鉱物の結晶採取が
容易である。
【０００７】
　ところが、先行技術のコアドリルは、ドリルビットが単一直径を持つ単位体から形成さ
れるため、鉱物の結晶サイズに応じて適用することができない問題点がある。
【０００８】
　また、先行技術のコアドリルは、採取対象鉱物の周辺部を穿孔するばかり、採取対象鉱
物を切断することができない構成であるので、円滑な鉱物採取ができない問題点がある。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】大韓民国登録特許第１０－０５５８３０８号公報
【特許文献２】大韓民国登録実用新案第２０－０２３７５３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は前記のような従来技術の問題点を改善するためになされたもので、コアドリル
ビットを相異なる内径の複数のドリルビットで構成することによって、採取対象鉱物のサ
イズに合うビットを直ちに取り替えて鉱物を採取することができる地質調査用鉱物採取キ
ットを提供することに目的がある。
【００１１】
　特に、コアドリルビットで鉱物の周辺部を打孔した後、別個の切断ビットで鉱物の端部
に切断溝を形成することによって採取対象鉱物をなだらかに採取することができる地質調
査用鉱物採取キットを提供することに他の目的がある。
【００１２】
　さらに、切断溝が形成された採取対象鉱物を別個の部材で加圧することでより容易に採
取対象鉱物を採取することができる地質調査用鉱物採取キットを提供することにさらに他
の目的がある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記のような目的を達成するための本発明による鉱物単結晶捕集用鉱物採取キットは、
地質調査の際、鉱物の単結晶を捕集するために鉱物を採取する鉱物採取キットであって、
回転力を提供するドリルマシンと、採取対象鉱物によって異なる内径を持ち、前記ドリル
マシンの回転軸に直結または連結されて回転し、前記採取対象鉱物の周辺部に沿って円筒
形の採取穴を打孔するとともに前記採取穴に水平方向の遊動空間を形成する複数のコアド
リルビットと、前記採取穴の内径に応じて異なる内径を有する複数のビットからなり、前
記コアドリルビットと取り替えられ、前記ドリルマシンの回転軸に直結または連結された
状態で前記採取穴に挿入されて回転し、前記採取対象鉱物の水平方向に遊動して前記採取
対象鉱物の端部に切断溝を形成する切断ビットと、前記切断ビットと取り替えられた状態
で前記採取穴に挿入され、前記採取対象鉱物を加圧して切断する加圧部材と、前記コアド
リルビットまたは前記切断ビットを前記ドリルマシンの回転軸に着脱可能に固定するカプ
ラーと、を含むことを特徴とする。
【００１４】
　たとえば、前記コアドリルビットは、前記カプラーを介して前記ドリルマシンの回転軸
に着脱可能に結合され、前記採取対象鉱物の外径に応じて異なる内径を有する円筒形の打
孔シャンクと、前記打孔シャンクの端部に円周方向に沿って複数固定され、所定の厚さで
形成され、前記採取穴を形成するとともに前記切断ビットの遊動空間を提供する垂直切断
チップと、を含むことができる。
【００１５】
　たとえば、前記垂直切断チップは、前記採取対象鉱物の外径に対して０．６～０．９の
割合を有する厚さに形成されることができる。
【００１６】
　たとえば、前記切断ビットは、前記カプラーを介して前記ドリルマシンの回転軸に着脱
可能に結合され、前記採取穴の内径より大きな内径を持ち、前記採取穴の外径より小さな
外径に形成され、前記採取穴に挿入された状態で前記採取対象鉱物の水平方向に遊動する
円筒形の切断シャンクと、前記切断シャンクと直交状態を成し、前記切断シャンクの端部
に円周方向に沿って複数が固定され、前記採取対象鉱物の外周面に密着し、前記切断シャ
ンクが遊動することによって前記採取対象鉱物の外周面に沿って切断溝を形成する水平切
断チップと、を含むことができる。
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【００１７】
　たとえば、前記加圧部材は、前記採取穴の内径に応じて複数からなり、円筒形に形成さ
れて前記採取穴に挿入され、前記採取対象鉱物の外周面に沿って密着状態で嵌合され、前
記採取対象鉱物に嵌合された状態で加圧によって遊動して前記採取対象鉱物を切断する加
圧管と、前記加圧管の一側から一体的に伸びて使用者によって把持され、使用者によって
加圧されることによって前記加圧管を遊動させる加圧取っ手と、を含むことができる。
【００１８】
　ほかの方案として、前記加圧部材は、一端部が使用者によって把持された状態で他端部
が前記採取穴に挿入され、使用者によって遊動して前記採取対象鉱物を加圧する加圧レバ
ーと、前記加圧レバーの他端部から折り曲げられ、前記採取対象鉱物の切断溝にかかるフ
ックと、を含むことができる。
【００１９】
　たとえば、前記カプラーは、前記ドリルマシンの回転軸に一体的に備えられる雄ネジと
、前記コアドリルビット及び前記切断ビットにそれぞれ一体的に備えられ、前記雄ネジと
螺合する雌ネジと、を含むことができる。
【００２０】
　ほかの方案として、前記カプラーは、前記コアドリルビット及び前記切断ビットにそれ
ぞれ一体的に突出する突出棒と、前記ドリルマシンの回転軸に管体状に備えられ、前記突
出棒が内側に挿入され、円周方向に沿って多数の切開スリットが形成されることによって
端部の内径が縮径可能に形成されるコレットと、前記コレットの外周面に螺合し、前記コ
レットの内径を縮径させながら前記突出棒を加圧して固定する締結リングと、を含むこと
ができる。
【００２１】
　また、前記カプラーは、前記コレットに挿入された前記突出棒の回転を拘束して前記コ
アドリルビット及び前記切断ビットの任意回転を防止する回転防止部材をさらに含むこと
ができる。
【００２２】
　たとえば、前記回転防止部材は、前記突出棒の外周面に突設され、前記コレットの切開
スリットの長手方向に沿って挿入されてかかる少なくとも一つの係合突起を含むことがで
きる。
【００２３】
　そして、本発明は、前記採取対象鉱物の位置に前記コアドリルビットまたは前記切断ビ
ットの長さを伸ばす延長部材をさらに含むことができる。
【００２４】
　たとえば、前記延長部材は、前記カプラーの一部が一端部に備えられ、前記コアドリル
ビットまたは前記切断ビットに着脱可能に固定され、前記カプラーの残り部分が他端部に
備えられて前記ドリルマシンの回転軸に着脱可能に結合される少なくとも一つの延長ソケ
ットを含むことができる。
【発明の効果】
【００２５】
　前述した解決手段による本発明による鉱物単結晶捕集用鉱物採取キットは、コアドリル
ビット及び切断ビットが複数の相異なる内径のビットで構成されるので、採取対象鉱物の
サイズに合うコアドリルビットを現場で直ちに取り替えて使うことができ、特に切断ビッ
トが採取穴に挿入された状態で水平方向の遊動によって採取対象鉱物に切断溝を形成する
ので、採取対象鉱物の固定部位が弱化して容易に採取することができる。
【００２６】
　また、採取対象鉱物が採取穴及び切断溝の形成された状態で加圧部材の遊動によって加
圧されるので、切断溝が形成された部位が容易に切断されることによって、採取対象鉱物
を一層なだらかに採取することができる。
【００２７】
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　また、切断ビットを構成する水平切断チップの長さが採取対象鉱物の半径より長く形成
される場合には、加圧部材がなくても採取対象鉱物を完全に切断して採取することができ
る。
【００２８】
　さらに、コアドリルビットまたは切断ビットに拡張ソケットが付け加えられるので、採
取対象鉱物が遠距離に位置する場合にも鉱物の採取が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明による鉱物採取キットの構成を示す構成図である。
【図２】図１に示したコアドリルビットを示す縦断面図である。
【図３】図１に示した切断ビットを示す縦断面図である。
【図４】図３に示した切断ビットによる切断過程を示す縦断面図である。
【図５】図１に示した加圧部材の使用状態を示す縦断面図である。
【図６】図５に示した加圧部材の他の実施例を示す縦断面図である。
【図７】図１に示したカプラーの他の実施例を示す縦断面図である。
【図８】図７に示したカプラーを示す分解斜視図である。
【図９】本発明の延長部材を示す縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施例についてより詳細に説明する。本発明の説明
において関連の公知の汎用的な機能または構成についての詳細な説明は省略する。
【００３１】
　本発明による鉱物単結晶捕集用鉱物採取キット１０は、図１に示したように、ドリルマ
シン１００、複数のコアドリルビット２００、複数の切断ビット３００、加圧部材４００
及びカプラー５００を含んでなる。
【００３２】
　ドリルマシン１００は、回転力を提供する構成要素で、電源によって作動する電動ドリ
ルあるいは油圧または空圧によって作動して回転する通常のドリルで構成されることがで
きる。
【００３３】
　コアドリルビット２００は、図２に示したように、ドリルマシン１００の回転軸１１０
に結合された状態で回転しながら採取対象鉱物１の周辺部に沿って円筒形の採取穴２を打
孔する部材である。
【００３４】
　ここで、コアドリルビット２００は、図１に示したように、複数の相異なる内径のビッ
トから構成され、採取対象鉱物１のサイズに合う内径が選択されてドリルマシン１００の
回転軸１１０に固定される。
【００３５】
　このようなコアドリルビット２００は、図２に示したように、所定厚さの円筒形を成す
ことにより、採取穴２に遊動空間を形成して後述する切断ビット３００の水平方向遊動空
間を提供する。
【００３６】
　例えば、コアドリルビット２００は、図２に示したように、打孔シャンク２１０及び垂
直切断チップ２２０を含んでなることができる。
【００３７】
　打孔シャンク２１０は、図２に示したように、一側が開放した円筒形に形成され、採取
対象鉱物１を収容し、後述するカプラー５００をなす雌ネジ５２０が他側に一体的に備え
られ、ドリルマシン１００の回転軸１１０に着脱可能に結合される。
【００３８】
　このような打孔シャンク２１０は、採取対象鉱物１の外径に応じて異なる内径を持ち、
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複数で構成される。
【００３９】
　垂直切断チップ２２０は、図１に示したように、円弧形に形成され、打孔シャンク２１
０の端部に円周方向に沿って複数固定され、打孔シャンク２１０と一緒に回転しながら鉱
物を切断して採取穴２を形成する部材である。
【００４０】
　このような垂直切断チップ２２０は、例えばダイアモンドのような高強度の素材から構
成され、打孔シャンク２１０の端部にレーザー溶接で一体的に接合されることができる。
【００４１】
　ここで、垂直切断チップ２２０は、図２に示したように、所定の厚さ（ｔ）に形成され
て、採取穴２を設定の幅に形成することで、後述する切断ビット３００の水平方向遊動空
間を形成する。
【００４２】
　切断ビット３００は、採取対象鉱物１の端部に切断溝１ａを形成する構成要素で、図１
に示したように、複数の相異なる内径のビッツで構成され、図３に示したように、コアド
リルビット２００と取り替えられ、ドリルマシン１００の回転軸１１０に結合されて採取
穴２に挿入され、図４に示したように、水平方向に遊動しながら採取対象鉱物１の端部に
切断溝１ａを形成する。
【００４３】
　このような切断ビット３００は、例えば図３に示したように、切断シャンク３１０及び
水平切断チップ３２０を含んでなることができる。
【００４４】
　切断シャンク３１０は、図３に示したように、円筒形に形成され、採取穴２のサイズに
応じて複数で構成され、カプラー５００をなす雌ネジ５２０を備えてドリルマシン１００
の回転軸１１０に着脱可能に結合される。
【００４５】
　このような切断シャンク３１０は、図３に示したように、採取穴２の内径より大きな内
径を有するとともに採取穴２の外径よりは小さな外径を持つように形成されることにより
、採取穴２に挿入された状態で水平方向に遊動が可能である。
【００４６】
　水平切断チップ３２０は、図４に示したように、切断シャンク３１０の水平移動によっ
て採取対象鉱物１の端部に切断溝１ａを形成する部材である。
【００４７】
　このような水平切断チップ３２０は、図３に示したように、切断シャンク３１０に対し
て直交状態を成し、切断シャンク３１０の端部に円周方向に沿って複数固定されて採取対
象鉱物１の外周面に密着し、図４に示したように、切断シャンク３１０が左右に遊動する
ことによって採取対象鉱物１の端部に切断溝１ａを形成する。
【００４８】
　例えば、水平切断チップ３２０は、ダイアモンドのような高強度の素材から構成され、
切断シャンク３１０の端部にレーザー溶接で一体的に接合されることができる。
【００４９】
　具体的に、切断ビット３００は、ドリルマシン１００によって回転しながら使用者によ
って採取穴２の内部で左右に遊動することにより、水平切断チップ３２０で採取対象鉱物
１の外周面に切断溝１ａを形成して採取対象鉱物１の固定部位の剛性を弱化させる。
【００５０】
　ここで、切断溝１ａの切断深みは、水平切断チップ３２０の長さに比例し、水平切断チ
ップ３２０の長さは、垂直切断チップ２２０によって形成される採取穴２のサイズが大き
くなるほど長く形成できる。
【００５１】
　すなわち、採取穴２を形成する垂直切断チップ２２０の厚さ（ｔ）が厚いほど、水平切
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断チップ３２０の延長が可能であって切断溝１ａの切断深みが拡張可能である。例えば、
水平切断チップ３２０の長さが採取対象鉱物１の半径より長くなる場合には、切断溝１ａ
の切断深みが深くなることによって採取対象鉱物１が完全に切断されることができる。
【００５２】
　ここで、垂直切断チップ２２０は、採取対象鉱物１の外径（Ｌ）に対して０．６～０．
９の割合を有する厚さ（ｔ）に形成されることが好ましい。
【００５３】
　加圧部材４００は、図５及び図６に示したように、切断ビット３００と取り替えられた
状態で採取穴２に挿入され、採取対象鉱物１を加圧して切断する部材である。
【００５４】
　このような加圧部材４００は、例えば図５に示したように、加圧管４１０及び加圧取っ
手４２０を含んでなることができる。
【００５５】
　加圧管４１０は、図１に示したように、複数で構成され、採取対象鉱物１の外径に応じ
て異なる内径を有する円筒形に構成され、図５に示したように、採取穴２に挿入され、採
取対象鉱物１の外周面に沿って密着するように嵌合される。
【００５６】
　加圧取っ手４２０は、図５に示したように、加圧管４１０に一体的に延設され、使用者
によって把持された状態で加圧されて加圧管４１０を遊動させる。
【００５７】
　すなわち、採取対象鉱物１は前述した切断ビット３００によって形成された切断溝１ａ
によって固定部位の剛性が弱化した状態で加圧取っ手４２０及び加圧管４１０によって加
圧されて遊動することによって固定部位が切断されて採取される。
【００５８】
　ほかの方案として、加圧部材４００は、図６に示したように、加圧レバー４３０及びフ
ック４４０を含んでなることもできる。
【００５９】
　加圧レバー４３０は、図６に示したように、一端部が使用者によって把持された状態で
採取穴２に挿入され、他端で折り曲げられて形成されるフック４４０が切断溝１ａにかか
った状態で使用者の加圧によって遊動しながら採取対象鉱物１を切断する。
【００６０】
　すなわち、採取対象鉱物１は、切断溝１ａにフック４４０が差し込まれてかかった状態
で加圧レバー４３０の一端部が使用者によって左右に遊動することにより、切断溝１ａの
固定部位が切断されて採取される。
【００６１】
　カプラー５００は、前述したコアドリルビット２００や切断ビット３００をドリルマシ
ン１００の回転軸１１０に着脱可能に固定する構成要素で、例えば図２及び図３に示した
ように、雄ネジ５１０及び雌ネジ５２０を含んでなることができる。
【００６２】
　雄ネジ５１０は、図示のように、ドリルマシン１００の回転軸１１０に一体的に備えら
れ、雌ネジ５２０は、コアドリルビット２００を構成する打孔シャンク２１０及び切断ビ
ット３００を構成する切断シャンク３１０の端部に一体的に形成されて雄ネジ５１０と結
合する。
【００６３】
　ほかの方案として、カプラー５００は、図７に示したように、突出棒５３０、コレット
５４０及び締結リング５５０を含んでなることもできる。
【００６４】
　突出棒５３０は、図７及び図８に示したように、コアドリルビット２００や切断ビット
３００の端部に同一体を成して棒状に突出する。
【００６５】
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　コレット（collet）５４０は、図７及び図８に示したように、ドリルマシン１００の回
転軸１１０に管体状に固定され、突出棒５３０が内側に挿入される。
【００６６】
　このようなコレット５４０は、図示のように、多数の切開スリット５４１が円周方向に
沿って形成されることにより、端部の内径が加圧によって縮径する部材である。
【００６７】
　締結リング５５０は、コレット５４０の内径を縮径させて突出棒５３０を圧搾して固定
させる部材で、図７に示したように、突出棒５３０に挿入された状態でコレット５４０の
外周面に螺合しながらコレット５４０の内径を縮径させて突出棒５３０を圧搾する。
【００６８】
　このような締結リング５５０は、図７に示したように、上部から下部に行くほど内径が
小さくなる形態に形成されることにより、コレット５４０に螺合しながらコレット５４０
の内径を次第に縮径させる。
【００６９】
　すなわち、コアドリルビット２００や切断ビット３００は突出棒５３０を介してコレッ
ト５４０に挿入された状態で締結リング５５０の締結によって加圧されてドリルマシン１
００の回転軸１１０に固定される。
【００７０】
　一方、カプラー５００は、図８に示したように、突出棒５３０の回転を防止するための
回転防止部材５６０をさらに含んでなることができる。
【００７１】
　回転防止部材５６０は、コレット５４０に挿入される突出棒５３０の回転を拘束するこ
とによってコアドリルビット２００や切断ビット３００の回転を防止する部材である。
【００７２】
　このような回転防止部材５６０は、例えば図８に示したように、突出棒５３０の外周面
に一体的に突設され、コレット５４０の切開スリット５４１の長手方向に沿って挿入され
て係合される係合突起５６１を含んでなることができる。
【００７３】
　すなわち、突出棒５３０は、コレット５４０に挿入されるにつれて、係合突起５６１が
切開スリット５４１に挿入されて係合されることによって定位置の状態で回転しない。
【００７４】
　したがって、コアドリルビット２００や切断ビット３００は、突出棒５３０の回転が防
止されることにより、堅固な状態で固定されるので、任意に回転することができない。
【００７５】
　そして、本発明の鉱物採取キット１０は、図９に示したように、延長部材６００をさら
に含んでなることができる。
【００７６】
　延長部材６００は、採取対象鉱物１の位置によってコアドリルビット２００や切断ビッ
ト３００の長さを延長させる部材で、例えば図９に示したように、採取対象鉱物１が地表
より深い所に位置する場合、コアドリルビット２００や切断ビット３００の長手方向に付
け加えられて長さを伸ばす。
【００７７】
　このような延長部材６００は、図９に示したように、少なくとも一つからなり、コアド
リルビット２００や切断ビット３００とドリルマシン１００との間に延長ソケット６１０
をさらに含んでなることができる。
【００７８】
　延長ソケット６１０は、図９に示したように、所定長さの棒状に形成され、前述したカ
プラー５００をなす雄ネジ５１０が下端に設けられてコアドリルビット２００や切断ビッ
ト３００の雌ネジ５２０と結合し、雌ネジ５２０が上端に設けられてドリルマシン１００
の雄ネジ５１０と結合する。
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【００７９】
　これにより、コアドリルビット２００や切断ビット３００は、延長ソケット６１０の長
さの分だけ伸びることができる。
【００８０】
　一方、延長ソケット６１０は、複数からなり、採取対象鉱物１の位置によって連続的に
付け加えることもできる。
【００８１】
　前記のような構成要素を含む本発明による鉱物採取キット１０の作動及び作用を説明す
る。
【００８２】
　地質調査の際、鉱物の単結晶を捕集するために鉱物を採取する場合、使用者は、採取対
象鉱物１の外径に合うコアドリルビット２００を選択してドリルマシン１００の回転軸１
１０に結合し、図２に示したように、ドリルマシン１００を作動させて採取対象鉱物１の
周辺部に採取穴２を打孔する。
【００８３】
　そして、使用者は、コアドリルビット２００を採取穴２から除去してからドリルマシン
１００から分離し、切断ビット３００をドリルマシン１００に結合し、図３に示したよう
に、採取穴２に挿入する。
【００８４】
　ついで、使用者は、ドリルマシン１００を作動させ、切断ビット３００を回転させなが
ら左右に遊動させる。
【００８５】
　この際、水平切断チップ３２０は、図４の（ａ）、（ｂ）に示したように、水平方向に
左右に移動しながら採取対象鉱物１の端部に切断溝１ａを形成する。
【００８６】
　そして、使用者は、切断ビット３００を採取穴２から除去し、図５に示したように加圧
管４１０を採取対象鉱物１に嵌合した後、加圧取っ手４２０を遊動させ、あるいは図６に
示したように、加圧レバー４３０を採取穴に挿入し、フック４４０を切断溝１ａに差し込
んだ後、加圧レバー４３０を遊動させる。
【００８７】
　これにより、採取対象鉱物１は、固定部位から切断されて採取される。
【００８８】
　以上のように、本発明による鉱物単結晶捕集用鉱物採取キット１０によれば、コアドリ
ルビット２００及び切断ビット３００が複数の相異なる内径のビットから構成されるので
、採取対象鉱物１のサイズに合うコアドリルビット２００を現場で直ちに取り替えて使う
ことができ、特に切断ビット３００が採取穴２に挿入された状態で水平方向の遊動によっ
て採取対象鉱物１に切断溝１ａを形成するので、採取対象鉱物１の固定部位が弱化して、
容易に採取されることができる。
【００８９】
　また、採取対象鉱物１が採取穴２及び切断溝１ａの形成された状態で加圧部材４００の
遊動によって加圧されるので、切断溝１ａが形成された部位が容易に切断されることによ
り、採取対象鉱物１が一層なだらかに採取されることができる。
【００９０】
　また、切断ビット３００をなす水平切断チップ３２０の長さが採取対象鉱物１の半径よ
り長く形成される場合には、加圧部材４００がなくても採取対象鉱物１が完全に切断され
て採取されることもできる。
【００９１】
　加えて、コアドリルビット２００や切断ビット３００に延長ソケット６１０が付け加え
られるので、採取対象鉱物１が遠距離に位置する場合にも鉱物の採取が可能である。
【００９２】
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　以上、本発明の具体的な実施例を例として説明したが、これはただ説明の目的のための
もので、本発明の保護範囲を制限しようとするものではない。本発明の技術的思想を逸脱
しない範疇内で多様な置換、変形及び変更が可能であるのは本発明が属する技術分野の通
常の知識を持った者に明らかであろう。
【符号の説明】
【００９３】
　　　１　　採取対象鉱物
　　　１ａ　切断溝
　　　２　　採取穴
　　１０　　鉱物採取キット
　１００　　ドリルマシン
　１１０　　回転軸
　２００　　コアドリルビット
　２１０　　打孔シャンク
　２２０　　垂直切断チップ
　３００　　切断ビット
　３１０　　切断シャンク
　３２０　　水平切断チップ
　４００　　加圧部材
　４１０　　加圧管
　４２０　　加圧取っ手
　４３０　　加圧レバー
　４４０　　フック
　５００　　カプラー
　５１０　　雄ネジ
　５２０　　雌ネジ
　５３０　　突出棒
　５４０　　コレット
　５４１　　切開スリット
　５５０　　締結リング
　５６０　　回転防止部材
　５６１　　係合突起
　６００　　延長部材
　６１０　　延長ソケット
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